
サービス報酬単価について 



利用サービス ケアマネジメント種別 単位数 

予防給付 介護予防支援 

430単位／月 総合事業＋予防給付 介護予防支援 

総合事業 介護予防ケアマネジメントＡ 

介護予防ケアマネジメント 

加算については、要件が合えば、現在のものを引き続き算定。ただし、 

ケアマネジメントに係る手間に変わりはないことから、単位数は現行の
国基準どおりとする。（変更なし） 

介護予防支援⇔介護予防ケアマネジメントの移行は、初回加算の対象外 



介護予防型訪問サービス・ 
介護予防型通所サービス単価について 

利用実績が少ない場合に適用する「実績払い 

報酬区分」と、サービス利用回数が一定数を超 

える場合に適用する「包括報酬区分」で構成す 

る、２段階の報酬区分を設定 

  （単位数は国の基準をそのまま適用） 



サービス提供従事者やサービス実施内容を緩和 

することから、人員基準欠如による減算規定   

（７０／１００）を準用し、現行相当の７割の単位 

数に設定 

報酬区分は、現行と同様に利用回数に上限を 

定め、利用した時間やサービス内容に応じた実 

績払い報酬区分を設定 

 

生活支援型訪問サービス・ 
選択型通所サービス単価について 



対象者 月の利用回数 単位数 

週１回程度               
 （事業対象者・要支援１・要支援２） 

４回まで ２６６単位／回 

５回（５週目） １１６８単位／月 

週２回程度            
 （事業対象者・要支援１・要支援２） 

４回まで ２６６単位／回 

５～８回まで ２７０単位／回 

９～１０回(５週目） ２３３５単位／月 

週２回を超える程度        
 （事業対象者※・要支援２） 
  要支援１の設定はなし 

４回まで ２６６単位／回 

５～８回まで ２７０単位／回 

９～１２回まで ２８５単位／回 

１３回以上(５週目） ３７０４単位／月 

２０分未満の短時間サービス 
２２回まで １６５単位／回 

介護予防型訪問サービス 

加算・減算については、要件が合えば、現在のものを引き続き算定 

※１単位＝１０．７０円 

※事業対象者は要支援１相当。ただし、必要性が認められる場合のみ、要支援２ 
 と同等にサービス利用や算定を可能とする。 



生活援助型訪問サービス 

対象者 月の利用上限回数 単位数 

  
要支援１ 
事業対象者 
  

８回 

【15分未満】 

４２単位／回 

【１５分以上３０分未満】 

８４単位／回 

  
要支援２ 
事業対象者※ 
  

12回 

【３０分以上４５分未満】 

126単位／回 

【４５分以上】 

１５７単位／回 

加算・減算の設定はなし 

※１単位＝１０．７０円 

※事業対象者は要支援１相当。ただし、必要性が認められる場合のみ、要支援２ 
 と同等にサービス利用や算定を可能とする。 



対象者 月の利用回数 単位数（案） 

要支援１            
事業対象者 

４回まで ３７８単位／回 

５回以上 １，６４７単位／月 

要支援２           
事業対象者※ 

４回まで ３７８単位／回 

５～８回まで ３８９単位／回 

９回以上 ３，３７７単位／月 

介護予防型通所サービス 

加算・減算については、要件が合えば、現在のものを引き続き算定 

※１単位＝１０．４５円 

※事業対象者は要支援１相当。ただし、必要性が認められる場合のみ、要支援２ 
 と同等にサービス利用や算定を可能とする。 



選択型通所サービス 

対象者 月の利用上限回数 単位数 

要支援１           
事業対象者 

８回／月       

【必須サービス】 
163単位／日 

【選択サービス】 
 送迎サービス(片道)  
 入浴サービス 
 食事サービス 

各32単位／日 

 （送迎サービス往復 
      64単位）  
【１日の上限】 
      291単位 

要支援２          
事業対象者※ 

12回／月      

※１単位＝１０．４５円 

加算・減算の設定はなし 

 ※事業対象者は要支援１相当。ただし、必要性が認められる場合のみ、要支援２ 
  と同等にサービス利用や算定を可能とする。 


